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   第 ６ 回  熊本県議会  厚生常任委員会会議記録 

 

令和５年２月22日(水曜日) 

            午前９時59分開議 

            午前11時22分休憩 

            午前11時29分開議 

            午前11時55分閉会 

――――――――――――――― 

本日の会議に付した事件 

議案第１号 令和４年度熊本県一般会計補

  正予算(第11号) 

議案第12号 令和４年度熊本県国民健康保

険事業特別会計補正予算(第１号) 

議案第17号 令和４年度熊本県病院事業会

計補正予算(第３号） 

 議案第18号 熊本県国民健康保険広域化等

支援基金条例を廃止する条例の制定に

ついて 

――――――――――――――― 

出 席 委 員(８人) 

        委 員 長 岩 本 浩 治 

        副委員長 南 部 隼 平 

        委  員 藤 川 隆 夫 

        委  員 内 野 幸 喜 

委  員 髙 木 健 次 

        委  員 前 田 憲 秀 

        委  員 松 村 秀 逸 

        委  員 山 本 伸 裕 

欠 席 委 員(なし) 

委員外議員(なし) 

――――――――――――――― 

説明のため出席した者 

健康福祉部 

部 長 沼 川 敦 彦 

政策審議監 三 牧 芳 浩 

医 監 池 田 洋一郎 

長寿社会局長 柴 田 英 伸 

子ども・ 

障がい福祉局長 木 山 晋 介 

健康局長 下 山   薫 

健康福祉政策課長 井 藤 和 哉 

健康危機管理課長 椎 場 泰 三 

高齢者支援課長 下 村 正 宣 

認知症対策・         

地域ケア推進課長 本 田 敦 美 

社会福祉課長 原 田 義 隆 

子ども未来課長 木 村 和 子 

子ども家庭福祉課長 岩 村 聡 子 

首席審議員         

兼障がい者支援課長 米 澤 祐 介 

医療政策課長 阿 南 周 造 

  国保・高齢者医療課長 池 永 淳 一 

健康づくり推進課長 岡   順 子 

首席審議員         

兼薬務衛生課長 樋 口 義 則 

病院局 

病院事業管理者 渡 辺 克 淑 

総務経営課長 川 上 竜 也 

――――――――――――――― 

事務局職員出席者 

       議事課主幹 泗 水 靖 希 

   政務調査課主幹 植 田 晃 史 

――――――――――――――― 

  午前９時59分開議 

○岩本浩治委員長 ただいまから、第６回厚

生常任委員会を開会いたします。 

 本日は、新型コロナウイルス感染症対策と

して、３密を防ぐため、式次第に記載のとお

り、執行部を２つのグループに分けて、それ

ぞれのグループごとに執行部の説明及び質疑

を行い、全ての質疑応答が終了した後に、一

括して採決を行うこととしております。 

 また、本日の委員会は、インターネットで

中継しておりますので、委員並びに執行部に

おかれましては、発言内容が聞き取りやすい

ように、マイクに向かって明瞭に発言いただ

きますようお願いいたします。 

 それでは、本委員会に付託された議案等を
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議題とし、これについて審査を行います。 

 なお、執行部からの説明は、効率よく進め

るために、着座のまま簡潔に行ってくださ

い。 

 初めに、健康福祉部長から総括説明をお願

いいたします。 

 

○沼川健康福祉部長 おはようございます。 

 それでは、議案の説明に先立ちまして、新

型コロナウイルス感染症への対応について御

説明申し上げます。 

 県内で初めて感染が確認されて、ちょうど

昨日で丸３年となりますが、その間、何度も

感染の波は押し寄せました。 

 直近の第８波では、年末年始に感染が大幅

に拡大し、１月には、入院患者数、病床使用

率ともに過去最大となりましたが、１月中旬

から減少に転じ、現在、医療機関の負担も徐

々に改善され、落ち着きを取り戻しつつあり

ます。 

 このような中、国は、新型コロナウイルス

感染症の感染症法上の位置づけについて、特

段の事情が生じない限り、５月８日に、現行

の２類相当から季節性インフルエンザと同じ

５類へ変更することを決定しています。 

 位置づけ変更後の医療費の公費支援や医療

提供体制などの具体的な内容は、３月上旬を

目途に国から示されることとされています。 

 本県としましては、医療機関などの現場や

県民に混乱が生じないよう、必要な措置につ

いては国に要望しつつ、市町村や県民の皆様

に対して情報を細かに提供しながら、しっか

りと準備を進めてまいります。 

 続きまして、本議会に提案しております健

康福祉部関係の議案の概要について御説明申

し上げます。 

 今回提出しておりますのは、予算関係２議

案、条例関係１議案でございます。 

 まず、予算関係ですが、議案第１号、令和

４年度熊本県一般会計補正予算では、通常分

で29億円余の減額、新型コロナ対応分で37億

5,000万円余の増額となる補正予算をお願い

するものです。 

 その主な内容についてですが、新型コロナ

対応分として、入院患者受入れのための病床

確保に要する経費として19億8,000万円余の

増額を、コロナ特例貸付けの対象者等への継

続的なフォローアップに要する経費として18

億2,000万円余の増額をお願いしておりま

す。 

 また、物価高騰の影響で苦しい状況が続く

県内の低所得の子育て世帯への生活支援給付

金に要する経費として、８億2,000万円余の

増額をお願いしております。 

 さらに、議案第12号、令和４年度熊本県国

民健康保険事業特別会計補正予算では、国民

健康保険保険給付費等の交付に要する経費な

ど56億4,000万円余の増額をお願いしており

ます。 

 これらによりまして、特別会計を含めた健

康福祉部の令和４年度の予算総額は4,482億

9,000万円余となります。 

 次に、条例等関係では、議案第18号、熊本

県国民健康保険広域化等支援基金条例を廃止

する条例の制定についてを提案しておりま

す。 

 以上が今回提案しております議案の概要で

す。 

 詳細につきましては、関係各課長が御説明

いたしますので、よろしくお願い申し上げま

す。 

 

○岩本浩治委員長 引き続き、前半グループ

の健康福祉部８課の議案について、執行部か

ら説明をお願いします。 

 それでは、議案第１号の説明をお願いしま

す。 

 

○井藤健康福祉政策課長 健康福祉政策課で

ございます。 
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 厚生常任委員会説明資料２ページをお願い

いたします。 

 令和４年度２月補正予算関係について、主

なものを御説明いたします。 

 まず、社会福祉総務費でございます。 

 右側説明欄を御覧ください。 

 １の職員給与費ですが、当初予算の編成時

は、令和４年１月時点での職員数、給与額に

より計上しておりましたので、今回は、４月

以降の人事異動、組織改編等に伴う補正をお

願いするものでございます。健康福祉部各課

の説明欄に職員給と記載しているものについ

ては、同様の趣旨でございますので、各課か

らの説明は省略させていただきます。 

 次の２、地域福祉振興費では、事業実績見

込み等を踏まえて減額をしております。 

 ３、社会福祉諸費の(2)市町村派遣職員負

担金は、今年度新たに熊本市及び人吉市から

派遣された職員の人件費等に係るもので、支

給実績を踏まえ、892万円余を計上しており

ます。 

 (3)の地域支え合いセンター運営支援事業

につきましては、各市町村センターにおける

支援対象世帯数の減少等により、1,487万円

余を減額いたします。 

 (4)住まいの再建支援事業では、自宅再建

の利子助成等の支援策について、今年度中の

申請見込額を踏まえ、４億2,198万円余を減

額いたします。 

 なお、来年度の当初予算では、改めて必要

額を要求させていただいております。 

 ３ページをお願いいたします。 

 右側説明欄、(5)の新型コロナウイルス困

りごと支援事業につきましては、事業実績見

込みを踏まえ、899万円を減額いたします。 

 ５の国庫支出金返納金は、昨年度の地域支

え合いセンター運営支援事業等の実績確定に

伴うものでございます。 

 次に、４ページをお願いいたします。 

 ２段目の災害救助費でございます。 

 右側説明欄２、災害救助対策費の(1)災害

救助事業につきましては、応急仮設住宅関連

経費に係る所要見込額の減によるもので、４

億1,956万円を減額いたします。 

 ３の国庫支出金返納金につきましては、昨

年度の災害救助費国庫負担金の実績減に伴う

ものでございます。 

 ５ページをお願いします。 

 公衆衛生総務費及び保健環境科学研究所費

については、事業実績見込み等を踏まえて減

額しております。 

 ６ページをお願いします。 

 元金の右側説明欄を御覧ください。 

 １、災害援護資金国庫貸付金元金ですが、

これは、令和２年７月豪雨など、過去の災害

で貸し付けた災害援護資金について、市町村

償還額の実績減に伴う国庫への償還金の減額

でございます。 

 以上、健康福祉政策課の補正予算として

は、最下段にありますとおり、総額５億

5,933万円余の減額をお願いしております。 

 続きまして、７ページを御覧ください。 

 繰越明許費についてです。 

 民生費について、旧県営援護住宅の道路側

溝改修に係る測量、設計及び工事が年度内に

完了しないことが見込まれるため、980万円

の設定をお願いするものでございます。 

 次に、８ページを御覧ください。 

 債務負担行為の設定についてです。 

 保健・医療・福祉関係業務について、１月

から準備が必要な業務につきましては、既に

12月補正で設定しておりますが、今回は、部

内各課の４月からの委託業務のうち、３月中

に契約手続を進める必要があるものについ

て、追加で債務負担行為を設定するものでご

ざいます。 

 地域支え合いセンター支援事務所運営事業

や生活困窮者総合相談支援事業など73業務分

として、部全体で49億2,784万円余、限度額

を増額し、51億2,060万円余の設定をお願い
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しております。 

 健康福祉政策課からは以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 説明資料の９ページをお願いします。 

主な項目について御説明をさせていただき

ます。 

 まず、上段の公衆衛生総務費でございます

が、２億3,341万円余の増額補正をお願いし

ております。 

 主な内容としましては、説明欄になります

けれども、２の肝炎対策費でございますが、

医療費等の所要見込額の減に伴うものでござ

います。 

 また、説明欄３の国庫支出金返納金につき

ましては、令和３年度分の国庫補助金等の確

定に伴う精算返納金でございます。 

 次に、中段の結核対策費でございますが、

1,300万円の減額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄１の結核医療費及び説明欄２の結核

予防費でございますが、こちらは、医療費及

び検診事業費の所要見込額の減に伴うもので

ございます。 

 次に、下段の予防費でございますが、12億

2,480万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 説明欄１の感染症予防費でございます。 

 (1)のエイズ予防対策費及び説明資料10ペ

ージになりますが、(2)の新型インフルエン

ザ対策費は、いずれも所要見込額の減に伴う

ものでございます。 

 (3)の新型コロナウイルス感染症保健所機

能強化事業は、熊本市保健所が実施する受診

案内センター等の電話相談機能の強化に対す

る熊本市への助成分でございます。これの助

成額の増に伴うものでございます。 

 (4)の新型コロナウイルス感染症医療・検

査等体制整備事業は、行政検査事業、それか

ら無料検査事業等の所要見込額の減及び財源

更正に伴うものでございます。 

 (5)の新型コロナワクチン接種体制支援事

業は、個別接種促進事業等の所要見込額の減

に伴うものでございます。 

 次に、説明欄２の予防接種対策費でござい

ます。 

 新型コロナワクチン大規模接種会場設置運

営事業は、所要見込額の減及び財源更正に伴

うものでございます。 

 続きまして、説明資料の11ページを御覧く

ださい。 

 食品衛生指導費でございますが、72万円余

の減額補正をお願いしております。 

 説明欄１の乳肉衛生費でございますが、公

衆衛生獣医師確保育成事業に係る所要見込額

の減に伴うものでございます。当初予算では

４名分の給付予算として計上していたところ

でございますが、給付実績が３名となったこ

とを踏まえまして、減額を行うものでござい

ます。 

 次に、説明欄２の食肉衛生検査所費でござ

いますが、こちらは、備品購入に伴う輸送搬

入経費が国庫補助の対象となったことを踏ま

えまして、一般財源から国庫支出金のほうへ

財源更正を行うものでございます。 

 以上、健康危機管理課の２月補正予算とい

たしましては、最下段になりますが、10億

511万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

 続きまして、説明資料の12ページを御覧く

ださい。 

 繰越明許費の変更でございます。 

最下欄にありますとおり、全体で15億

5,308万円の追加設定をさせていただいてお

ります。 

 上段の公衆衛生費９億2,200万円につきま

しては、新型コロナワクチン接種体制支援事

業の個別接種促進事業に関わる予算、下段の
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環境衛生費６億3,108万円につきましては、

動物愛護推進事業の新動物愛護センターの建

築工事分に係る予算でございます。 

いずれも、年度内の支出が完了しないと見

込まれるものについて繰越しをお願いするも

のでございます。 

 健康危機管理課は以上でございます。御審

議のほどよろしくお願いします。 

 

○下村高齢者支援課長 高齢者支援課でござ

います。 

 説明資料の13ページをお願いいたします。 

 ２月補正予算につきまして、主なものを御

説明させていただきます。 

 まず、社会福祉総務費で１億2,900万円余

の減額をお願いしております。 

 説明欄１の(1)介護福祉士修学資金等貸付

事業費補助は、県社会福祉協議会が実施して

おります修学資金の貸付事業に対してその原

資を助成するものでして、国の内示減を受

け、減額を行うものでございます。 

 次に、老人福祉費で16億2,900万円余の増

額をお願いしております。 

 一番下になりますが、説明欄２の(2)看

護・福祉職員等処遇改善推進事業(介護分)

は、国の経済対策に基づき、介護職員の処遇

改善に要する経費について助成を行うもので

して、当初明確になっていなかった有料老人

ホームなどの介護保険法の対象でない施設が

補助の対象から外れたことなどにより、７億

4,300万円余の減額を行うものでございま

す。 

 次のページをお願いします。 

 14ページの一番下になりますが、３の(5)

介護サービス事業所等におけるサービス継続

支援事業は、地域医療介護総合確保基金を活

用して、感染症が発生した介護サービス事業

所等におけるサービス継続に要する経費など

について助成を行うものです。 

第７波や第８波の影響による掛かり増し経

費や施設内療養などの大幅な増加に対応する

ため、22億9,900万円余の増額を行うもので

ございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 説明欄４の(2)老人福祉事業費等国庫支出

金精算返納金は、令和２年度及び令和３年度

の国庫補助金の精算確定に伴い、返納金が生

じたものでございます。 

 次の16ページをお願いいたします。 

 老人福祉施設費で４億7,600万円余の減額

補正をお願いしております。 

 説明欄１の(1)介護基盤緊急整備等事業及

び(2)介護施設等における簡易陰圧装置・換

気設備支援事業は、いずれも市町村を通じて

助成を行うものでして、資材の調達難や工事

費の高騰などにより、整備の見送りや計画の

変更等が生じたことから減額補正を行うもの

でございます。 

 (3)と(4)の老人福祉施設整備等事業、非常

用自家発電設備整備等事業分及び水害対策強

化事業分は、国の経済対策を活用して、高齢

者施設等の施設整備等に対して助成を行うも

のでございます。 

 以上、次の17ページの最下段に記載のとお

り、高齢者支援課の２月補正予算としまして

は、合計で10億2,200万円余の増額補正をお

願いしております。 

 次に、18ページをお願いいたします。 

 繰越明許費についてです。 

 災害復旧費で12億4,500万円余の追加設定

をお願いしております。 

これは、令和２年度の豪雨災害で被災した

千寿園の災害復旧工事に要する経費でして、

昨年12月末に着工しており、年内に完了予定

となっております。 

 次に、19ページをお願いいたします。 

 民生費で42億8,700万円余の増額設定をお

願いしております。 

 備考欄に記載の６つの事業は、今回の２月

補正に計上した事業や新型コロナ対策関係事
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業及び設備整備関係事業となっていまして、

いずれも、令和４年度中の事業完了が見込め

ないため、新たに繰越しの設定を行うもので

ございます。 

 高齢者支援課の説明は以上となります。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○本田認知症対策・地域ケア推進課長 認知

症対策・地域ケア推進課でございます。 

 説明資料20ページをお願いいたします。 

 老人福祉費で８億7,492万円の減額補正を

お願いしております。 

 説明欄の２、高齢者福祉対策費について御

説明をいたします。 

 (1)から(7)につきましては、いずれも、委

託額が当初の予定額を下回ったことなど、所

要見込額の減による減額補正をするものでご

ざいます。 

 最後の(8)物価高騰対策事業(高齢者施設

分)でございますが、こちらは、国の重点交

付金を活用しておりますが、有利な財源でご

ざいますので、全庁的に財源を有効活用する

との観点から、一部を一般財源に振り替えて

いるものでございます。 

 子ども未来課、障がい者支援課、医療政策

課、薬務衛生課におきましても、物価高騰対

策事業の財源更正がございますが、同様の趣

旨でございますので、各課からの説明は省略

させていただきます。 

 続きまして、ページをおめくりいただき、

22ページをお願いいたします。 

 説明欄の３、国庫支出金返納金について御

説明いたします。 

 老人福祉事業費等国庫支出金精算返納金で

ございますが、令和３年度に実施いたしまし

た国庫補助事業の額の確定に伴う返納金等で

ございます。 

 次に、４、介護保険対策費について、主な

事業を御説明いたします。 

 (2)介護給付費県負担金交付事業、(3)地域

支援事業交付金交付事業につきましては、介

護保険法に基づく市町村に対する法定の負担

金、交付金等で、いずれも、市町村の所要見

込額の減に伴い、減額補正するものでござい

ます。 

 (6)第１号保険料県負担金交付事業につき

ましても、介護保険法に基づく市町村に対す

る法定の交付金等でございますが、市町村の

所要見込額の増に伴い、4,025万円余の増額

補正をお願いするものでございます。 

 続きまして、23ページ、(8)高齢者を支え

る地域活動支援事業は、中山間地域等での在

宅サービス拠点などを立ち上げようとする民

間事業所等への支援に要する経費でございま

すが、交付額が当初の見込額を下回ったこと

により、減額補正及び財源更正をするもので

ございます。 

 次に、公衆衛生総務費の保健医療推進対策

費について御説明いたします。 

 在宅医療連携推進事業は、医療、介護等の

連携体制構築に要する経費でございますが、

新型コロナ感染症の影響によりまして、一部

会議を開催できなかったことなどによる減額

補正及び財源更正でございます。 

 次に、医務費の歯科行政費について御説明

いたします。 

 在宅歯科医療機能強化事業は、県歯科医師

会在宅歯科医療連携室が行う訪問歯科診療の

調整や人材育成等に、また、訪問歯科診療器

材購入に要する経費への助成でございます

が、交付額が当初の見込額を下回ったことに

より減額補正するものでございます。 

 以上、認知症対策・地域ケア推進課の２月

補正予算といたしまして、総計８億7,842万

円の減額をお願いしております。 

 ページをおめくりいただきまして、24ペー

ジを御覧ください。 

 繰越明許費の変更でございますが、民生費

で１億4,894万円余の追加設定をお願いする

ものでございます。 
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 物価高騰対策事業(高齢者施設分)でござい

ますが、物価高騰の影響を受けております県

内の高齢者施設等に対して支援を行うもので

ございます。 

 本年２月末までの期限で対象施設からの申

請を受け付けておりますが、審査に時間を要

し、年度内に事業が完了しない可能性もござ

いますので、繰越設定をお願いするものでご

ざいます。 

 子ども家庭福祉課、障がい者支援課、医療

政策課、薬務衛生課においても、物価高騰対

策事業の繰越設定をお願いしておりますが、

同様の趣旨ですので、各課からの説明は省略

させていただきます。 

 認知症対策・地域ケア推進課の説明は以上

でございます。御審議のほどよろしくお願い

いたします。 

 

○原田社会福祉課長 社会福祉課でございま

す。 

 令和４年度２月補正予算について説明いた

します。 

 説明資料の25ページをお願いします。 

 社会福祉総務費として、18億2,142万円余

の増額補正をお願いしております。 

 説明欄の２、生活福祉資金貸付事業費です

が、生活福祉資金の特例貸付けが９月末に終

了しまして、今年の１月から順次償還が始ま

っており、それに対する向こう13年間の債権

管理事務費やフォローアップ支援として18億

2,587万円余の増額補正をお願いするもので

す。 

 ３の社会福祉諸費の小規模法人のネットワ

ーク化による協働推進等事業は、所要見込額

の減により減額補正をお願いするものです。 

 下の段の遺家族等援護費は479万円余の増

額補正をお願いしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 ２の遺家族等援護費は、中国残留邦人等へ

の支援、相談員配置、自立支援、通訳派遣等

に関する事務経費で、所要見込みの減により

減額するものでございます。 

 ３の遺家族等援護諸費は、新型コロナウイ

ルス感染症拡大により熊本県戦没者追悼式を

中止したことに伴い、事業費を減額するもの

でございます。 

 26ページをお願いします。 

 ４の国庫支出金返納金は、令和３年度の国

庫委託金の確定に伴う精算返納金でございま

す。 

 下の段の生活保護総務費ですが、7,405万

円余の増額補正をお願いしております。 

 右側説明欄１の生活保護事務費の(3)の自

立相談支援機関等の新型コロナウイルス感染

症セーフティネット強化事業は、市町村等が

実施する事業に係る所要見込額の減に伴う減

額でございます。 

 (4)の新型コロナウイルス感染症生活困窮

者自立支援金は、対象事務費を減額するもの

でございます。 

 27ページをお願いします。 

 説明欄４の国庫支出金返納金は、令和３年

度国庫負担金等の額の確定に伴う精算返納金

でございます。 

 次の段の扶助費としまして、2,401万円余

の増額補正をお願いしております。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 新型コロナに対応した各種給付金等が終了

していきましたことに伴いまして、年度末に

かけて生活保護受給者の増加に対応できるよ

う、扶助費の増額をお願いするものでござい

ます。 

 下の段の精神保健費につきましては、

1,404万円余の減額補正をお願いしておりま

す。 

これは、右の説明欄にございますひきこも

り支援推進事業について、市町村実施事業に

係る所要見込額が減ったことによるものでご

ざいます。 

 以上、社会福祉課の補正予算としまして、
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最下段の19億1,024万円余の増額補正をお願

いしております。 

 御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○木村子ども未来課長 子ども未来課でござ

います。 

 資料28ページをお願いいたします。 

主な項目につきまして御説明いたします。 

 まず、児童福祉総務費で４億6,388万円余

の増額補正をお願いしています。 

 右側説明欄を御覧ください。 

 主なものとしては、まず、減額ですけれど

も、２の(1)児童健全育成事業(運営費)は放

課後児童クラブの運営費、(2)の放課後児童

クラブ施設整備事業は施設整備費への補助

で、市町村における所要見込額の減少に伴う

ものでございます。 

 29ページをお願いします。 

 右側説明欄の(8)の放課後児童クラブ利用

サポート事業は、低所得世帯の子供さんの放

課後の居場所づくりとして、放課後児童クラ

ブの利用料を県と市町村で負担するものです

が、市町村の執行見込額の減少に伴う減額と

なります。 

 おめくりいただき、30ページをお願いいた

します。 

 (11)放課後児童健全育成事業等感染拡大防

止対策支援事業と(12)放課後児童健全育成事

業等におけるＩＣＴ化推進事業は、いずれも

国の経済対策分で、放課後児童クラブの新型

コロナ対策及びＩＣＴ整備に係る補助金で

す。 

 ４の国庫支出金返納金は、令和３年度の国

庫支出金確定に伴う返還で、新型コロナ対策

関係を多めに受け入れたことによるものが中

心となっております。 

 31ページをお願いいたします。 

 右側説明欄５の安心こども基金積立金は、

新たな子育て家庭支援の基盤を早急に整備し

ていくための支援に必要な事業費として、国

から配分された子育て支援対策臨時特例交付

金を基金に積み立てるものです。 

 ６の(1)保育士人材確保事業は、保育補助

者の雇い上げ等に係る補助で、市町村におけ

る所要見込額の減少に伴うものです。 

 中段、児童措置費につきましては、12億

6,700万円余の減額補正となっております。 

 右側説明欄に記載の子どものための教育・

保育給付費は、保育所、認定こども園等に対

する給付費の県負担分に係る所要見込額の減

少分となっております。 

 最下段は、児童福祉施設費で１億1,600万

円余の減額補正となっております。 

 右側説明欄の１、市町村保育施設運営費補

助は、市町村が実施する延長保育などの保育

サービスに係る所要見込額の減少分です。 

 32ページをお願いします。 

 公衆衛生総務費で２億880万円余の減額補

正です。 

 右側説明欄２、(1)女性のケア事業は、妊

婦向けのＰＣＲ検査助成費などの所要見込額

の減少によるものです。 

 また、３、乳幼児医療費の少子化対策総合

交付金事業は、コロナ禍のため、市町村にお

いて、結婚イベントの実施を見送ったことな

どによる減少分でございます。 

 次に、33ページをお願いいたします。 

 私学振興費で２億6,149万円余の減額補正

です。 

 主なものは、右側説明欄、(3)認定こども

園施設整備事業、これは、市町村において予

定していた事業を次年度以降に見送ったこ

と、及び(4)私立幼稚園経常費助成費補助

は、幼稚園の運営費補助に係る所要見込額の

減少分です。 

 以上、子ども未来課合計では、最下段にあ

りますとおり、14億265万円の減額補正をお

願いしております。 

 続きまして、34ページから35ページは、繰

越明許費の補正となります。 
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 まず、34ページの備考欄にございます４つ

の事業で１億9,201万円の追加設定をお願い

しております。 

先ほど経済対策分として御説明いたしまし

た放課後児童クラブの新型コロナ感染防止対

策とＩＣＴ化推進の事業が、４つのうちの下

２つの事業に当たっておりますが、いずれの

事業も年度内の執行が困難な見込みであるこ

とから、追加設定をお願いしております。 

 次に、35ページの認定こども園施設整備事

業につきまして、9,544万4,000円の追加設定

をお願いしております。 

これは、物価高騰に伴う資材の入手困難や

人手不足等により、事業の執行に遅れが生じ

たことなどが原因です。 

 子ども未来課は以上です。御審議のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 説明資料36ページをお願いいたします。 

主なものを御説明いたします。 

 まず、資料の下段、児童福祉総務費でござ

いますが、１億8,738万円の増額をお願いし

ております。 

 主な内訳としましては、説明欄２、児童健

全育成費におきまして、資料は37ページにな

りますが、説明欄、(5)の事業、児童養護施

設等から退所して自立する児童への支援を行

う社会的養護自立支援事業ですとか、(6)の

事業、安心こども基金を活用して、子ども・

子育て支援の基盤整備等を行う市町村への支

援を行う子育て家庭支援事業等につきまし

て、所要見込額の減により、その他の事業と

合わせて4,066万円余の減額をお願いしてお

ります。 

 一方で、(7)のこんにちは赤ちゃん事業費

等補助事業につきましては、経済対策として

実施いたしますが、市町村が乳幼児全戸訪問

事業等を実施する際のコロナ対策に要する経

費を助成する事業でございます。今回は、80

万円の増額をお願いし、令和５年度に繰り越

して実施する予定としております。 

 また、３の国庫支出金返納金につきまして

は、令和３年度国庫補助金の額の確定に伴う

返納金として、２億2,762万円の増額をお願

いしております。この返納金は、児童養護施

設等への新型コロナウイルス緊急対策支援事

業ですとか、児童扶養手当等の所要額が、国

庫支出金の受入額を下回ったことから返納を

行うものでございます。 

 次に、最下段の児童措置費について、

5,720万円余の増額をお願いしております。 

これは、主には、説明欄１の児童扶助費と

して、施設や里親への児童の措置委託に要す

る経費の所要見込みの増に伴い、5,257万円

余の増額をお願いするものでございます。 

 次に、38ページをお願いいたします。 

 母子福祉費について、６億9,363万円余の

増額をお願いしております。 

 主な内訳を御説明いたします。 

 説明欄１の(1)ひとり親家庭等支援事業に

ついては、独り親家庭の父または母が高等職

業訓練を受ける際の生活費等を支援するため

の給付金でございますが、こちらで所要見込

みの減により3,737万円余の減額を行うもの

でございます。 

 (5)の低所得の子育て世帯生活支援特別給

付金につきましては、今年度４月にコロナ禍

における物価高騰等対策として国において予

算措置されました事業に加えて、県独自の上

乗せを行った上で、６月以降に低所得の独り

親家庭等に対し給付金を支給したものでござ

いますが、主に事務費において所要見込額の

減がございまして、3,843万円余の減額を行

うものでございます。 

 次の39ページをお願いいたします。 

 説明欄(6)の熊本県低所得の子育て世帯生

活支援特別給付金につきましては、長引く物

価高騰の影響を受けている県内の独り親家庭
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を含む低所得の子育て世帯に対しまして、新

たに、１世帯２万円に、第２子以降１人当た

り5,000円を加算して支給するために、８億

2,305万円余の増額をお願いするもので、こ

ちらも、令和５年度に繰り越して実施する予

定としております。 

 続きまして、40ページをお願いいたしま

す。 

 児童福祉施設費について、１億1,209万円

余の増額をお願いしております。 

 主な内訳としましては、右の説明欄１、児

童福祉施設運営指導費につきましては、(1)

から(3)までの事業は、所要見込額の減によ

る減額を行いまして、(4)の児童養護施設等

における新型コロナ対策支援事業(経済対策

分)につきましては、児童養護施設等におけ

る感染対策に要する経費の助成として、

3,090万円余の増額をお願いし、令和５年度

に繰り越して実施する予定としております。 

 次に、41ページをお願いいたします。 

 その他、主なものといたしまして、説明欄

４の民間施設運営費補助の(2)児童相談所等

におけるＩＣＴ化推進事業について、861万

円余を増額し、こちらも令和５年度に繰り越

して実施するものでございまして、(3)の児

童養護施設等退所者自立支援資金貸付事業費

補助につきましては、県社協による児童養護

施設等の入退所者への自立に必要な貸付けの

原資として助成するために2,117万円の増額

をお願いしております。 

 以上、子ども家庭福祉課の補正予算といた

しましては、最下段の10億4,984万円の増額

ということでお願いをしております。 

 続いて、説明資料42ページをお願いいたし

ます。 

 繰越明許費でございます。 

 民生費で８億8,638万円余の設定をお願い

するものでございます。 

 備考欄に記載の清水が丘学園整備事業につ

きましては、計画の変更等により年度内に事

業が完了しないことが見込まれるため、繰り

越して実施させていただくものです。 

 次の物価高騰対策事業につきましては、認

知症対策・地域ケア推進課から説明がありま

したとおりでございます。 

 その他の４つの事業につきましては、いず

れも経済対策として行う事業でございまし

て、先ほど予算の増額の御説明をしましたと

おり、全額繰越設定をお願いし、４月以降の

執行を予定しているものでございます。 

 子ども家庭福祉課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○米澤障がい者支援課長 障がい者支援課で

ございます。 

 説明資料43ページをお願いいたします。 

 障がい者支援課の２月補正予算について、

主なものを御説明いたします。 

 まず、障害者福祉費で３億8,400万円余の

減額をお願いしております。 

 説明欄１の(2)障害福祉サービス費等負担

事業は、障害者のサービス利用に係る県負担

金でございまして、所要見込額の減により、

９億8,600万円余の減額を行うものでござい

ます。 

 次に、最下段の(4)感染防止に配慮した障

害福祉サービス等提供体制確保事業は、指定

障害福祉サービス事業所等で新型コロナウイ

ルス感染者等が発生した場合に要する掛かり

増し経費の補助等を行うものでございまし

て、所要見込額の増に伴い、9,300万円余の

増額をお願いしております。 

 次の44ページをお願いいたします。 

 最上段の(5)看護・福祉職員等処遇改善推

進事業(障害分)(経済対策分)は、障害福祉サ

ービス事業所、施設等が実施する福祉・介護

職員への処遇改善に必要な経費を補助するも

のでございまして、所要見込額の減により、

５億1,400万円余の減額を行うものでござい

ます。 
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 次に、中段、(7)障害福祉分野のロボット

等導入支援事業につきましては、障害者支援

施設等におけるロボット等の導入に要する経

費について助成するものでございまして、

500万円の増額をお願いしております。 

 最下段、３、障がい者福祉施設整備費でご

ざいますが、障害者支援施設等の防災・減災

対策に要する費用やグループホームの整備、

大規模修繕等に要する費用を補助するもので

ございまして、経済対策分として、10億

6,600万円余の増額をお願いしているところ

でございます。 

 次のページをお願いいたします。45ページ

でございます。 

 ４の国庫支出金返納金でございますが、

(1)から次のページの(6)まで、合計１億

4,400万円余の増額を行うものでございまし

て、令和２年度、３年度国庫負担金等の額の

確定に伴い、返納金が生じたものでございま

す。 

 次の46ページをお願いいたします。 

 説明欄５、重度心身障がい者医療費でござ

いますが、こちらは、重度心身障がい者医療

費助成事業を行う市町村に対する助成でござ

いまして、所要見込額の減により、１億

6,300万円余の減額を行うものでございま

す。 

 次に、児童措置費でございますが、こちら

は、５億100万円余の減額をお願いしている

ところでございます。 

 主なものは、説明欄１の障害児施設給付費

等支給・障害児施設措置事業でございます

が、こちらにつきましては、障害児のサービ

ス利用に係る県負担金等でございまして、所

要見込額の減により、５億2,300万円余の減

額をお願いしております。 

 次に、３、国庫支出金返納金でございます

が、(1)及び次のページの(2)で、合計1,900

万円余の増額を行うものでございます。 

こちらにつきましては、令和３年度国庫負

担金等の額の確定に伴い、返納金が生じたも

のでございます。 

 次の47ページをお願いいたします。 

 中段部分でございますが、児童福祉施設費

といたしまして、900万円余の減額をお願い

しているところでございます。 

 主なものは、説明欄１の(2)こども総合療

育センター管理運営費で、所要見込額の減に

より、300万円余の減額をお願いするもので

ございます。 

 次に、下段の精神保健費で300万円余の増

額をお願いしております。 

 詳細につきましては、説明欄１の(2)精神

科救急医療体制整備事業につきまして、所要

見込額の減により、700万円余の減額を行う

ものでございます。 

 次の48ページをお願いいたします。 

 精神保健費の続きになりますが、説明欄の

２、国庫支出金返納金につきまして、(1)か

ら(4)まで、合計1,000万円余の増額を行うも

のでございます。 

こちらにつきましても、令和３年度国庫負

担金等の額の確定に伴い、返納金が生じたも

のでございます。 

 以上、障がい者支援課といたしまして、２

月補正予算といたしましては、48ページの下

段にございますが、８億8,100万円余の減額

をお願いしております。 

 次の49ページを御覧ください。 

 繰越明許費についてでございますが、民生

費におきまして、年度内に完了が見込めない

物価高騰対策支援事業でございますとか、障

害者施設整備事業分などにつきまして、ま

た、社会福祉費で14億2,300万円余の追加設

定をお願いするものでございます。 

 障がい者支援課の説明は以上になります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 以上で前半グループの説

明が終わりましたので、議案等について質疑
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を受けたいと思います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 なお、本日は、先議の委員会でもあります

ので、付託議案を中心に、できるだけ簡潔に

質疑応答をいただきますようよろしくお願い

します。 

 それでは、質疑はございませんか。 

 

○藤川隆夫委員 10ページのワクチン接種の

件で、ちょっとお尋ねをしたいと思います。 

 このワクチン自体の効果というのは、もう

皆さんも御存じのとおり、重症化の予防にも

なりますし、流行を抑えるという意味でも必

要だろうというふうに考えております。 

 ただ、ワクチン接種が、今５回目に入った

段階で、接種率が極めて低い状態が続いてい

ると思います。現在でもまだ50％、全体では

いくかいかないかぐらいの話だろうというふ

うに考えております。 

 そのような中で、広域の接種会場自体も縮

小、廃止等の話も出ているような状況ありま

すし、通常の医療機関での接種に関しまして

も、接種者がやっぱり６人そろわないだと

か、様々な案件もあり、廃棄している部分が

結構出てきているというのが現実です。 

 今後、このワクチン接種、先ほど言いまし

たように、重症化の予防という側面から考え

れば、やっぱり進めていかなきゃいけないと

考えているんですけれども、現状において、

これからこのワクチン接種を伸ばしていくに

はどうしたらいいのかというのと、現実問題

として、なかなか伸びないという部分もあろ

うかというふうに考えておりますので、今後

の対応をどのようにされていくのかというの

と、実際に廃棄されているのがどの程度今出

てきているのか、分かれば、両方教えていた

だければと思います。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 ワクチンの接種については、希望する方が

年度内に全て打てるようにということで、様

々な広報媒体を活用して呼びかけているとこ

ろではございますけれども、委員御指摘のと

おり、伸び悩んでいる状況ではございます。

ただ、独自のポスターを作って、カラオケ店

であったりとか、商業施設のほうとかに回り

まして、呼びかけのほうは継続して行ってい

るところでございます。 

 また、県民広域接種センターも、予定より

は少ない接種にはなっていますけれども、全

国と比べますと、やはり20代、30代、40代

は、全国と比べて熊本県は1.5倍ぐらいが接

種されていますので、なかなか時間内に行け

ない、夜間しか行けない方、休日しか打てな

い方のための県民広域接種センターの役割と

いうのは果たしているのかなというふうに考

えているところでございます。 

 また、廃棄量につきましては、市町村のほ

うのワクチンについては、まだ把握できてい

ない状況です。県のほうの廃棄については、

県民広域接種センターで廃棄の実績は今ござ

いません。 

 以上でございます。 

 

○藤川隆夫委員 分かりました。広域の役割

というのは確かにあると思いますので、これ

は、このままできれば続けていただきたいと

思います。 

 廃棄に関しましては、やはり１本開けると

６人打たないといけないという問題があり、

結局、１人でも開けているという状況があり

ますので、実態としては、どの程度廃棄され

ているかは極めて分かりづらいというふうに

思っておりますけれども、できる限り廃棄が

ないようにと医療機関も考えてやっています

けれども、どうしようもない部分があるとい
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うふうに考えております。 

 そういうふうなことを踏まえて、これから

も、きちっと対応いただければと思いますけ

れども、ただ、罹患されている方が53万人超

えている状況があるので、県民の３人に１人

はかかっている状況があるので、そういうこ

とも、逆に言うと、接種、まあいいかなとい

う考えの方が増えているんじゃないのかなと

いうふうに今思っているところでありますけ

れども、ぜひ、冒頭言いましたように、重症

化の抑制にはつながりますので、その付近訴

えながら、ぜひこれからもワクチン接種をや

っていただければと思います。 

 また、あわせまして、５類になった場合の

ワクチン接種に関しましてもいろいろ出てき

ておりますけれども、できれば、これを無料

化にしないと、恐らくワクチン接種は進まな

いと考えておりますので、この部分に関して

は、県からも国に対しての要望等をしていた

だければと思いますので、よろしくお願いし

ます。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございますで

しょうか。 

 ほか、ありませんでしょうか。 

 

○内野幸喜委員 部長の総括説明の中で、５

月８日に、現行の２類相当から季節性インフ

ルエンザと同じ５類へ変更することを決定し

ていますというのがありましたが、５月８日

からですね。 

 その前に１つ、また、ちょっと大きな変化

というのが、３月13日から、マスクについて

は個人の判断に委ねるということになりまし

た。 

 これは、県のほうも、ホームページ等でマ

スクの着用については強制しないであると

か、そういったことをホームページ上では出

していますが、実際、今県庁内では、一応そ

れが県のルールというか、そういう形で決定

していくと思うんですが、様々な意見が出て

いると思うんですが、現状どうなんですか

ね。そこのところをちょっと聞かせていただ

ければなと。 

 これは健康危機管理課になるんですかね。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 まず、マスクにつきましては、委員御指摘

のとおり、３月13日から、基本的に個人の判

断に委ねるというようなことで方針が定めら

れておりますし、我々のほうも周知しており

ます。 

 それから、国のほうからは、マスクの着用

が効果的な場面としまして、高齢者等のいわ

ゆる医療機関の受診時だとか、あるいは高齢

者等の重症化リスクの高い方々の施設を訪問

するときだとか、あるいは通勤とかのラッシ

ュ時、混雑をしているときとかというふうな

ことで、今示されているところでございま

す。 

 一方で、今回の基本方針の中では、各事業

者において、例えばいろんな場面において、

本来は、原則は個人の判断に委ねられるとこ

ろなんですけれども、各事業者において、マ

スクの着用を必要とするということについて

も否定するものではないというふうなことで

方針が示されているところでございます。 

 今我々のほうとしては、ホームページある

いはＳＮＳ等、いろんな媒体を使って、そう

いった方針を周知しているというのが実態で

ございます。 

 それから、事業者としての県の方針としま

しては、今現在、人事課のほうで検討してい

るというふうにお聞きしております。 

 

○内野幸喜委員 今県のほうでは、人事課の

ほうで検討しているということですね。これ

は、あくまでも個人の判断に委ねるというこ
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とですから、今後、つける方、つけない方出

てくるわけですよね。そうしたときに、つけ

てない方に対していろいろ言ったりとか、逆

に、つけている方に対していろいろ言ったり

とか、そういったことも出てくる可能性もあ

るんですよね。 

 だから、そこのところが、つけるつけない

によって、そういった変な誹謗中傷だったり

とか、そういったことが絶対に起こらないよ

うなことも、県としても、やっぱりいろんな

ＳＮＳ、さっきホームページ、ＳＮＳという

話ありましたけれども、そういった媒体を使

いながら、やっぱり伝えていくべきじゃない

かなと。その辺については、今後も何かしっ

かりとやっていくという予定か何かあるんで

すか。 

 

○椎場健康危機管理課長 その辺りにつきま

しては、これまでも、そういったマスクをつ

けられない方への配慮をお願いしますといっ

たようなことも踏まえて周知をしているとこ

ろでございますので、今後もしっかり周知を

していきたいというふうに思っております。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。ぜひともよ

ろしくお願いしたいと思います。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○内野幸喜委員 はい。 

 

○岩本浩治委員長 ほか、ありませんでしょ

うか。 

 

○前田憲秀委員 今のマスクで、ちょっと関

連でいいですか。 

 私も内野委員と同じ思いであったんですけ

れども、特に医療機関に勤務されている方と

か、非常に心配ですというお話を聞きます。

先ほど国の指針もあったという御報告があり

ましたけれども、何か外していいですという

ことなんですけれども、日本人は、欧米と違

って、マスクをつけるのにそんなに抵抗はな

い人種じゃないのかなと感じております。 

 ですから、この日から外しますという雰囲

気じゃなくて、例えば医療機関は、もう当然

ですけれども、こういうところに入るときに

はマスクをつけてください、つけましょう、

そういう誘導的なものも、何か案内が必要じ

ゃないかなあと思いますけれども、どうでし

ょうか。 

 

○椎場健康危機管理課長 ありがとうござい

ます。 

 誘導というか、基本的に、今国のほうから

は、着用が効果的な場面というものが示され

ておりますので、こういった場面をしっか

り、県としても周知をしていくというふうな

方向で対応していければというふうに考えて

いるところでございます。 

 

○前田憲秀委員 転換期になったら様々出て

くると思うので、その場その場しっかり注視

していただきたいと思います。よろしくお願

いします。 

 以上です。 

 

○岩本浩治委員長 その他、質疑はありませ

んでしょうか。 

 

○山本伸裕委員 16ページの老人福祉施設整

備費で、この中で、(2)だったでしょうか、

所要見込額の減の説明の中で、市町村を通じ

て資材の調達が困難であるとか、そういった

ことから減額というようなお話だったかと思

うんですけれども、そういう場合には繰越し

の設定とかいうようなことにはならないんで

しょうか。 

 



第６回 熊本県議会 厚生常任委員会会議記録（令和５年２月22日) 

 - 15 -

○下村高齢者支援課長 高齢者支援課です。 

 一部は繰り越してやっております。この部

分につきましても、例えば介護基盤整備事業

につきましては、８億ぐらいは繰越しをさせ

ていただいています。ただ、もう繰越しもせ

ずに、事業者として、ここはもう一回計画を

練り直したいという事業については、もう取

り下げられた事業所がありますので、それに

ついて減額になっているという形になりま

す。 

 

○山本伸裕委員 分かりました。やはりこの

第７波、８波の感染拡大の中で、かなり高齢

者が、死亡がもう大半を占めてて、特にクラ

スターが高齢者施設で発生して、高齢者施設

での患者さんが出た場合、施設に留め置くと

いうような対応になって、相当深刻な事態が

発生したんじゃないかというふうに思ってい

るんですよ。 

 報道なんかによると、例えば、陽性患者の

人が出ても、同じ部屋でカーテン１枚で仕切

られて、そこで感染が広がったとかいうよう

な非常に悲惨な状況なんかも報道なんかで出

てきていましたから、そういう点では、かな

り今の感染が若干収まっているところで、や

っぱりしっかり施設の対策というのは強めて

いく必要があると思いますし、そういう点で

は、繰越しも一部あるというようなお話でし

たけれども、先ほど部長の総括説明の中でも

ありましたように、必要な措置については国

にも要望すると。だから、今回、かなり高齢

者施設のクラスター発生というような深刻な

事態も踏まえて、やっぱり今のような対応の

仕方でいいのかということも含めて、しっか

り声を上げていただく必要があるんじゃない

かなということも考えておりますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

 

○岩本浩治委員長 ほかにありませんでしょ

うか。 

 

○藤川隆夫委員 コロナの感染症の困り事の

話に絡むのかどうか、ちょっと私分からない

んですけれども、３ページの新型コロナウイ

ルス困りごと支援事業に関わるのかどうか、

ちょっと分からないんですけれども、実は、

コロナ罹患後の後遺症の話がいろんな形で出

てきております。 

 そういう中で、県においても、その窓口も

つくって対応されているというふうに考えて

おりますけれども、現状において、コロナウ

イルス感染症後の後遺症というのは、罹患さ

れた方のどの程度出ているのかというのと、

それに対してのその窓口での現状、実態、ど

のような形でやられているのかが分かれば、

教えていただければと思います。 

 

○椎場健康危機管理課長 コロナの罹患され

た後の罹患後症状というか、そういうことだ

というふうにお受けしました。 

 今、罹患後症状につきましては、県の相談

窓口、いわゆるコールセンターのほうで、一

般的な相談と併せて相談を受けているという

ところでございます。 

 相談の件数でございますけれども、毎月、

やっぱり10件前後ぐらい、全体の相談件数

が、月でいいますと、3,000件とか4,000件と

かございますので、そのうちの10件程度が、

30件以内ぐらいですね、10件から20件程度あ

りますけれども、そういったくらいの数字

が、そういった罹患後の症状に関する相談と

いうふうに確認をしているところでございま

す。 

 今現在、罹患後症状につきましては、様々

な症状があるということでございますので、

まず、お近くの御本人様のかかりつけ医に御

相談をしてくださいというふうなことでお知

らせをしています。その上で、かかりつけ医

に相談した上で、専門の医療機関等に御相談

をいただくというような形を取らせていただ
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いているところでございます。 

 現在、罹患後症状につきましては、他県で

は、いわゆるそういった罹患後症状を受けら

れる医療機関をリスト化するような取組もさ

れていますので、県としても、今現在、県の

医師会といろいろそういったこともできない

かといったことを協議をしているところでご

ざいます。引き続き対応していきたいという

ふうに思っております。 

 

○藤川隆夫委員 よく分かりました。やっぱ

り対応できる医療機関が分かっているほう

が、罹患された方々も安心されるというふう

に考えておりますので、ぜひそういうふうな

形でやっていただきたいし、この罹患後に診

療を受けた場合というのは、実は保険診療に

なるんですか、それともコロナ関連というこ

とで無料になっているのか、ちょっとその付

近が分かれば。 

 

○椎場健康危機管理課長 診療については、

保険診療というふうにしております。 

 

○藤川隆夫委員 できれば、やっぱりコロナ

による後遺症という観点からすれば、ほかの

コロナに罹患した場合、現時点においては国

が見る話になっていますので、同じように、

この後遺症の方々も、国で見るという方向性

を出してもらうようにされたほうがいいんじ

ゃないのかなというふうに私は思っていま

す。後遺症自体は極めて長く続くというふう

に考えておりますので、そこをずっと保険診

療じゃなくて、公費で見るという方法もあり

かなというふうに考えておりますので、それ

は、逆に言うと、国のほうに伝えていただけ

ればと思いますので、よろしくお願いしま

す。 

 

○椎場健康危機管理課長 御要望は承りまし

た。 

 後遺症かどうかの判断というのも非常に難

しいところでございますけれども、国のほう

には、そういった御意見もあるというふうな

ことも踏まえて伝えていきたいというふうに

思っております。 

 

○岩本浩治委員長 ありませんでしょうか。 

 

○髙木健次委員 40ページですけれども、児

童福祉施設費の中で、ヤングケアラー支援体

制強化事業で、所要見込額の減で、250万で

すか、減額されておりますけれども、この実

情というのをちょっと教えていただけます

か、内容を。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 子ども家庭福祉

課でございます。 

 ヤングケアラー支援体制強化事業でござい

ますが、これは今年度から事業を開始したも

ので、７月から相談窓口を設置いたしまし

て、相談対応をしております。 

 今のところ、ヤングケアラー御本人からの

相談というのはやはり少なくて、子供さん方

に関係して支援をしておられる学校ですと

か、あと、御親戚、支援機関、市町村、そう

いったところからの御相談が今寄せられてい

るところでございますので、やはり子供さん

御本人にも、ヤングケアラーについて正しく

認識をしていただく必要がありますし、ま

た、子供さんを支援される関係機関の皆様方

にも、しっかりとヤングケアラーについて御

理解をいただくというところで、学校を中心

に、今年度は、研修事業を重ねて開催させて

いただいているところでございます。 

 相談窓口については、現状、そういった状

況でございました。 

 

○髙木健次委員 なかなか本人からそういう

要望とか相談というのは少ないということで

すが、そして学校を中心に、そういう実情を
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聞き取りとかという体制だろうと思うんです

けれども、これは非常に社会問題にもなりま

して、非常にやっぱり子供たちがケアを行う

ということで、いろいろな分野に問題も波及

していると思うんですよね。 

 ただ、やっぱり少ないということは、まだ

そういう対象者がたくさんいるのかなという

感じもします。ですから、この辺は非常にや

っぱりまだ掘り下げていかなければ、なかな

かその対象者というのも簡単に見つかるとい

うことでもないというふうに思うんですよ

ね。その辺は、しっかりとやっぱり学校中心

での聞き取り、そういうことだろうと思うん

ですけれども、ほかのいろんな手だてを考え

て、やっぱりヤングケアラーの救済に尽力を

してほしいというふうに思います。 

 その辺は、課長、いかがでしょうか。 

 

○岩村子ども家庭福祉課長 ありがとうござ

います。 

 この事業につきましては、民間団体のほう

に今年度委託をいたしまして、事業を実施し

てもらっています。そちらの団体について

は、生活困窮者支援事業ですとか、そういっ

たほかの事業も実はされておりまして、そう

いった事業を通じてのネットワークからの御

相談であったり、または県内の県北、県南等

に、拠点といいますか、出張相談のようなも

のも実施されておりますので、そういったと

ころで幅広く周知に今力を入れているところ

でございます。 

 また、実態調査につきましても、今年度も

行いましたので、取りまとまり次第公表した

いと考えております。 

 

○髙木健次委員 これから非常にその辺につ

いては大事な部分だろうと思うんですね。だ

から、極力、やっぱりそういう相談窓口とい

うことをしっかりやってほしいというふうに

思います。 

 委員長、以上です。 

 

○岩本浩治委員長 よろしくお願いします。 

 

○松村秀逸委員 ９ページの健康危機管理に

ついてお尋ねいたします。 

 最下段の123の感染症予防費、12億2,000万

円余の減額になっております。この中で、エ

イズ予防費も減額でございますが、まず１つ

は、この感染症予防費の減額の理由というの

は、エイズだけでなく、ほかにも感染症たく

さんあるわけですが、特にこれはどういう状

況で減額になったのか、それとエイズ患者さ

んが、熊本県においてどのくらいの患者さん

がおられるのか。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 まず、エイズ患者の発生状況でございます

けれども、エイズ患者につきましては、いわ

ゆるＨＩＶの感染という、発症してない状態

とエイズ患者として確認をされる状態がござ

います。 

 昨年度につきましては、ＨＩＶの感染者が

県内で５名、それからエイズ患者の発生が５

名ということで、合計10名ということになっ

ています。それまでも、大体それぐらいの人

数が一応確認をされているという状況でござ

います。 

 それから、この感染症予防費の減額の内容

でございますけれども、ここにもありました

とおり、基本的には所要見込額の減というこ

とになりますが、この感染症予防費につきま

しては、次の10ページにございます新型コロ

ナウイルス関係も含まれておりまして、ここ

の金額がかなり大きい金額になっておりま

す。特に、新型コロナウイルス関係では、行

政検査の委託関係だったり、あるいは医療費

の関係であったりとか、非常にちょっと感染

拡大に応じて費用が増減するようなことがご
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ざいまして、かなり大きい金額になっている

という状況でございます。 

 以上でございます。 

 通常のいわゆる新型コロナ以外の部分につ

いては、そうあまり大きくないというふうな

金額になっております。 

 

○松村秀逸委員 それと、せんだって新聞等

でも発表されておりますが、感染症は、非常

に昨年、そして今年は最高になっている、梅

毒感染者等が非常に増えていると。その中

で、特に20代の女性の方々、男性についても

20代、30代、40代、特に過去最高の感染者が

増えているということでございますけれど

も、こういうものについての感染症予防のた

めの周知徹底とか、やはり一部の、熊日新聞

だったと思いますけれども、小さく載ってた

んですけれども、こういうのは、やはり若い

方がこういうことにかかると非常に治りにく

いような感染症というふうに聞いておりま

す。 

 特に、若い方々がそういう感染すると、や

はり今後の少子化対策にも影響するんじゃな

いかと思いますので、特にそこら辺の周知徹

底、今後どういう方向でやられるのかも、よ

ければ、教えていただければ助かります。 

 

○椎場健康危機管理課長 ありがとうござい

ます。 

 今委員から御指摘ありました、特に梅毒な

どの性感染症の件が中心になろうかというふ

うに思っております。 

 こちらにつきましては、委員御指摘のとお

り、県内につきましても、今年度、過去最高

を記録しているという状況でございます。数

字につきましては、Ｒ４年ということになり

ますけれども、熊本県、197件発生をしてお

ります。前年が131件ということで、まだ増

加が続いているというふうな状況でございま

す。 

 こちらの対策でございますけれども、県と

しましては、この梅毒なり、この性感染症に

ついて、まず詳しく知っていただくことが必

要かなというふうに思っております。そうい

った意味で、医療機関の先生方と連携をしま

して、梅毒の症状がどういった症状なのかと

いったような啓発の動画みたいなものを作っ

たりとかというような今取組を進めていると

ころでございます。 

 啓発につきましては、これから予防につい

てしっかり若いターゲット、若い層につい

て、行き届くような形で周知、予防の啓発を

進めていければというふうに思っておりま

す。 

 また、検査の体制についても、いろんな検

査の在り方あると思いますので、今後対策を

検討していきたいというふうに考えていると

ころでございます。 

 

○松村秀逸委員 周知徹底、やはり予防のた

めというか、皆さん方に、やはりこの病気

の、やっぱり若い方にできるだけ広報活動、

例えば新聞等でもいいと思うんですね。やは

りそこら辺があまり、何というんですか、あ

れは。第１弾、第２弾、何かだんだん症状が

ひどくなるということで――途中で何か消え

たりするというふうに聞いております。そう

すると、皆さん、勘違いして治ったと思われ

ると。そこら辺を十分知らせるということは

大事なことだろうと思うんですね。若い方々

が軽く思われると、これはやっぱり感染症が

増えて、潜伏期間がある程度あるということ

でございますので、ぜひそこら辺、よろしく

お願いします。 

 以上でございます。 

 

○岩本浩治委員長 よろしくお願いします。 

 

○内野幸喜委員 すみません、椎場課長のと

ころばっかりで申し訳ないんですが、11ペー
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ジ、公衆衛生獣医師確保育成事業、所要見込

額の減ということで、実績が当初４名予定が

３名だったということですけれども、獣医師

については、県もずっともう苦労してて、い

かに獣医師資格を持っている方を確保するか

ということで、対象年齢も、もうどんどんど

んどん上げてきて、今もう退職前年までの年

齢も採用可としているんですかね。これはも

う全国的な傾向で、本当、他都道府県とも競

争になっているわけですよね。 

 そういう中で、熊本も、こうした育成事業

であるとかをやりながら確保に努めていらっ

しゃると思うんですが、現状、特に来年度か

ら入庁される獣医師資格を持った方を含め

て、今現状、採用は目標どおりにいっている

のかということをまずちょっとお聞きしたい

んですが。 

 

○椎場健康危機管理課長 今年度、４年度の

採用でございますけれども、採用予定数が19

名になっておりますが、受験者数が４名とい

うことで、採用内定者数が３名ですが、もう

既に内定の辞退がございまして、今現在、内

定の方としては２名ということで、来年度、

このまま採用できたとしても２名というふう

な形になっておりまして、非常に厳しい状況

ということでございます。 

 以上です。 

 

○内野幸喜委員 来年度が17名の不足という

ことですね、当初の19名を採用したいという

ことで。 

 この育成事業については、これの対象の方

は、原則給付したものも返済をせずに、その

代わり県庁に入っていただくという事業なん

ですかね。 

 これを始めてから今何年ですか。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 この事業につきましては、平成28年度から

実施をしているところでございます。 

 

○内野幸喜委員 この事業で、もう入庁され

た方も出てきているということですかね。 

 

○椎場健康危機管理課長 ございます。今、

一応５名は入庁されているということです。 

 

○内野幸喜委員 ５名ですね。 

 今、産業獣医師のほうに進む方がやっぱり

多くて、公衆衛生獣医師、行政のほうに入っ

てこられる方、全国的にやっぱり少ないとい

うのは、もうどこもそうだと思います。熊本

県だけじゃなくてですね。ただ、さっきの、

19名が２名しか採用ができなかったという話

を聞くと、この先大丈夫なのかと、やっぱり

本当に、非常にこれはやっぱり驚くべき数字

だと思うんですよね。 

 だから、やっぱり県庁に勤めている獣医師

の方の仕事の魅力とか楽しさというのも広く

伝えていきながら、やっぱりこういった支援

事業、育成事業もより幅広く、もっと拡充し

ながら確保していかないと、この先、獣医師

の方が本当にもういなくなっていくんじゃな

いかというぐらい、本当、私はもう危惧して

いるんですね。 

 だから、その辺も含めて、やっぱりもっと

抜本的に考えていかないといけないのかな

と。その点、どうですかね。 

 

○椎場健康危機管理課長 健康危機管理課で

ございます。 

 今現在、我々のほうで県として取組を進め

ているものとして、農林水産部とも連携しま

して、当然ながら、いわゆる獣医師を養成し

ている大学へのリクルート活動、それから今

年度から既にもう臨床系、臨床のいわゆる動

物病院とか、臨床に進まれた方に対して、い

わゆるその方々が見られる転職求人誌、そう
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いったものに広報を掲載するなどの取組を今

進めているところでございます。 

 また、受験機会の拡大ということで、例え

ば、今現在、東京と熊本、それから関西とい

う形でやっておりますが、大学のあるとこ

ろ、北海道にもありますので、そういったと

ころも含めて検討できないかというふうなこ

とで、今、人事課等含めて検討を進めている

ところでございます。 

 また、昨年の４月から、総務部のほうで、

初任給調整手当の引上げのほうを一応されて

おります。こういったものもしっかりアピー

ルしながら、あと、獣医師の仕事の魅力につ

いても、しっかりアピールをしながら採用に

つなげていければというふうに考えていると

ころでございます。 

 

○内野幸喜委員 分かりました。しっかりと

お願いしたいと思います。 

 

○岩本浩治委員長 その他ありませんでしょ

うか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で前半グ

ループの質疑を終了いたします。 

 それでは、説明員の入替えを行いますの

で、ここで11時30分まで休憩いたします。 

  午前11時22分休憩 

――――――――――――――― 

  午前11時29分開議 

○岩本浩治委員長 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 後半グループの健康福祉部４課及び病院局

について、付託議案の審査を行います。 

 なお、説明は、効率よく進めるために、着

座のまま簡潔に行ってください。 

 また、本日の委員会は、インターネットで

中継しておりますので、発言内容が聞き取り

やすいように、マイクに向かって明瞭に発言

いただきますようお願いします。 

 それでは、議案第１号から説明をお願いし

ます。 

 

○阿南医療政策課長 医療政策課です。 

 説明資料50ページをお願いします。 

 ２月補正予算の主な事業について説明いた

します。 

 まず、公衆衛生総務費では６億7,241万円

余の増額をお願いしています。 

 説明欄２、保健医療推進対策費では、(3)

の医療施設等施設・設備整備費は、延べ31医

療施設の機能強化のために必要な整備を行う

際の助成ですが、国庫補助金の内示減となり

ます。全都道府県の要望額が国の予算額を上

回ったことに伴うものです。 

 (6)の療養病床転換助成事業は、医療療養

病床を介護施設へ転換する際に必要な整備を

行う際の助成ですが、所要見込額の減となり

ます。当初予定の４病院のうち２病院の申請

取下げに伴うものです。 

 51ページをお願いします。 

 (8)の医療施設消防用設備整備費は、スプ

リンクラー等を整備する際の助成ですが、所

要見込額の減となります。当初予定の４つの

施設のうち２つの施設の申請取下げに伴うも

のです。 

 (11)の病床機能再編支援事業は、将来過剰

と見込まれる病床機能の病床数を減床した後

も地域で必要な役割を担うと地域で合意され

た医療機関へ、減床などに応じ、給付金を支

給するものですが、所要見込額の減となりま

す。当初、待ち受けで139床分の給付を見込

んでおりましたが、実績が110床分だったこ

とに伴うものでございます。 

 続きまして、52ページをお願いします。 

 上段、(13)の医療施設等施設・設備整備費

(Ｒ４経済対策)は、国の第２次補正予算で計

上された医療施設における防災・減災対策へ

の対応となります。令和５年度当初予算に計

上予定だった給水設備整備は１病院、院内ブ
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ロック塀改修は２病院への助成を今回前倒し

で予算計上するものです。 

 飛んで、５、地域医療介護総合確保基金積

立金は、国庫補助金の内示増となります。当

該基金を財源とし、今回、高齢者支援課が、

資料14ページの(5)で提案しております介護

支援事業所等におけるサービス継続支援事業

の実施等に伴うものです。 

 下段の予防費では、20億2,640万円余の増

額をお願いしております。 

 説明欄１、感染症予防費については、53ペ

ージをお願いします。 

 (3)の新型コロナウイルス感染症入院医療

機関設備整備事業は、所要見込額の増となり

ます。９月補正では、下期分として受入れ病

床20床の増床を見込み、追加の予算をお願い

しましたが、実績として、116床の増床とな

り、簡易陰圧装置等の整備を必要とする医療

機関の申請が増えたことに伴うものです。 

 (4)の新型コロナウイルス感染症患者等入

院病床確保事業、いわゆる空床補償は、所要

見込額の増となります。 

空床補償は、医療機関が保健所の要請によ

り入院患者を即座に受け入れられるよう空床

を確保した場合と、クラスター発生医療機関

で新規入院の停止等により空床が生じた場合

などに行います。今回、このうちクラスター

分について、当初予算では50件程度を見込ん

でおりましたが、上期の実績が199件と大幅

に上回り、下期分も同程度見込む必要がある

ことに伴うものです。 

 (6)の看護・福祉職員等処遇改善推進事業

(看護分)は、地域で一定の役割を担う医療機

関が、看護職員の収入を月額4,000円程度引

き上げる際に助成するものですが、所要見込

額の減となります。 

本事業は、９月末に完了し、42医療機関、

計１万1,121人を対象に引上げを行いました

が、額の確定に伴うものです。 

 54ページをお願いします。 

 １段目の医務費では、792万円余の増額を

お願いしております。 

 説明欄１、へき地医療対策費のへき地医療

施設運営費補助は、僻地診療所の運営経費の

助成ですが、所要見込額の増となります。事

務費に係る国補助基準額の増額に伴うもので

す。 

 下段の保健師等指導管理費では、5,003万

円余の減額をお願いしております。 

 説明欄１、看護行政費の看護師養成所等運

営費補助事業は、養成所の運営経費の助成で

すが、所要見込額の減となります。対象11の

養成所のうち１つの養成所が黒字のため、申

請しないことに伴うものです。 

 以上、最下段の課計のとおり、今回、医療

政策課では、26億5,465万円余の増額補正を

お願いしております。 

 55ページをお願いします。 

 医薬費の繰越明許費の補正として、1,963

万円余をお願いしております。 

 備考欄、医療従事者勤務環境改善推進事業

の繰越理由としましては、新生翠病院の職員

寮新築工事が、資材価格高騰に伴い、入札不

調が続き、年度内に事業が完了しないためで

ございます。 

 56ページをお願いします。 

 公衆衛生費の繰越明許費の補正として、４

億6,951万円余をお願いしています。 

繰越理由としましては、備考欄一番上の医

療施設等施設・設備整備費は、熊本労災病院

の設備整備が、上から３つ目の病床機能分

化・連携推進事業は、牛深市民、栖本、宇城

市民の３病院の改修等が、それぞれ資材価格

高騰に伴い工期が遅れたことにより、年度内

に事業が完了しないためです。 

 次に、上から２つ目の医療施設等施設・設

備整備費(Ｒ４経済対策)は、済生会熊本病

院、熊本機能病院、益城病院の３病院の事業

着手が令和５年度となるためです。 

 57ページをお願いします。 
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 債務負担行為の補正です。 

 医師修学資金につきましては、将来の地域

医療の医師を確保するため、熊本大学医学部

地域枠の学生に、卒業までの６年間貸与して

おります。 

当初予算では、補正前欄のとおり、令和４

年度入学者の２年生から６年生までの間の貸

与額を設定しておりますが、今回、休学中の

医学部４年生の１人が復学したことに伴い、

補正後欄のとおり、当該学生の令和５年度、

６年度の貸与額の増額、143万6,000円をそれ

ぞれお願いするものでございます。 

 医療政策課は以上です。御審議のほどよろ

しくお願いします。 

 

○池永国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 説明資料の58ページをお願いいたします。 

 令和４年度２月補正予算について、主な事

業を御説明いたします。 

 国民健康保険指導費について、8,364万円

余の減額を計上しております。 

 減額の主な理由は、説明欄の２、国民健康

保険制度安定化対策費の国民健康保険保険基

盤安定負担金ですが、低所得世帯等の保険料

軽減の対象となる被保険者数が当初見込みを

下回ったためでございます。 

 次に、公衆衛生総務費について、６億

2,027万円余の減額を計上しております。 

 減額の主な理由は、説明欄１、後期高齢者

医療対策費の(3)後期高齢者医療保険基盤安

定負担金ですが、低所得者の保険料軽減の対

象となる被保険者数が当初見込みを下回った

ためでございます。 

 59ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計繰出金は、国民

健康保険法に基づく法定負担金として国保特

別会計に繰り出すものですが、医療費に係る

保険給付費等の所要見込額の増により、２億

3,553万円の増額を計上しております。 

 以上、一般会計で４億6,839万円の減額を

お願いしております。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 説明資料の60ページをお願いいたします。 

主なものについて御説明いたします。 

 まず、公衆衛生総務費で582万円余の増額

補正をお願いしております。 

 右の説明欄３の健康づくり推進費でござい

ます。 

 (1)の地産地消をはじめとした食育の推進

事業は、国の第２次補正予算、経済対策とし

て、子ども食堂などのいわゆる共食の場にお

きます食育活動や日本型食生活の普及啓発

等、食育に取り組む市町村や民間団体等に対

する助成に伴う増額補正でございます。 

 次の(2)歯科保健推進事業及び(3)の市町村

健康増進事業につきましても、いずれも所要

見込額の減に伴う減額でございます。 

 次に、説明欄４の原爆被爆者健康診断費、

61ページの５の原爆被爆者特別措置費につき

ましては、いずれも所要額減に伴う減額でご

ざいます。 

 ６の国庫支出金返納金につきましては、令

和３年度国庫補助金の額の確定に伴う精算返

納金でございます。 

 次の予防費につきましては、103万円余の

減額補正をお願いしております。 

これは、ハンセン病事業費における所要見

込額の減に伴います減額及び国庫負担金を充

当することによります財源更正でございま

す。 

 次の国民健康保険事業特別会計への繰出金

につきましては、5,807万円余の減額補正を

お願いしております。 

これは、市町村が実施します事業に対する

負担金で、市町村の所要見込額の減に伴う減
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額でございます。 

 健康づくり推進課では、一般会計で、最下

段、5,327万円余の減額をお願いしておりま

す。 

 続きまして、62ページを御覧ください。 

 繰越明許費です。 

 衛生費について、地産地消をはじめとした

食育の推進事業(経済対策分)及びがん診療施

設設備整備事業につきまして、いずれも年度

内に事業を完了しないことが見込まれるた

め、2,100万円の設定をお願いするものでご

ざいます。 

 健康づくり推進課は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○樋口薬務衛生課長 薬務衛生課でございま

す。 

 説明資料の63ページをお願いいたします。 

主なものについて御説明いたします。 

 上段の公衆衛生総務費において、５億

3,729万円余の減額をお願いしております。 

右側説明欄１、衛生諸費の軽症者等の宿泊

療養事業は、新型コロナウイルス感染症の軽

症者等が療養するための宿泊施設の借り上げ

に要する経費ですが、当初の見込額を下回っ

たことに伴う減額でございます。 

 次のページをお願いいたします。 

 薬務費の説明欄２の薬務行政費において、

538万円余の減額をお願いしております。 

 (4)医療物資供給支援事業は、医療機関等

に対するマスクや消毒液などの医療物資供給

及び備蓄に要する経費ですが、当初の見込額

を下回ったことに伴う減額でございます。 

 次に、説明欄３の国庫支出金返納金におい

て、218万円余をお願いしております。 

これは、令和２年度に実施いたしました国

庫補助事業の額の確定に伴う返納金でござい

ます。 

 薬務衛生課の２月補正予算といたしまし

て、５億3,904万円余の減額をお願いしてお

ります。 

 薬務衛生課の説明は以上でございます。御

審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 次に、議案第12号の説明

をお願いします。 

 

○池永国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 説明資料の67ページをお願いいたします。 

 令和４年度国民健康保険事業特別会計補正

予算についてでございます。 

主な事業について御説明いたします。 

 国民健康保険運営費につきまして、56億63

万円余の増額を計上しております。 

 説明欄１の国民健康保険保険給付費等交付

金ですが、医療費に係る保険給付費等が当初

見込みを上回ったことによる増額でございま

す。 

 ２の社会保険診療報酬支払基金納付金です

が、介護納付金や後期高齢者支援金等支払基

金に対して支払う納付金等が当初見込みを下

回ったことによる減額でございます。 

 また、３の国民健康保険財政安定化基金積

立金ですが、運用利息額の確定及び国保財政

安定化のための基金への積立てによる増額で

ございます。 

 ５の国民健康保険事業運営費の国庫支出金

返納金は、令和３年度の国庫負担金等の実績

額の確定に伴う国への精算返納金でございま

す。財源は、令和３年度からの繰越金等とな

ります。 

 続きまして、ページをめくっていただい

て、69ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定についてでございま

す。 

 情報処理関連業務として、国保総合システ

ムの回線使用料等について、３月中に契約を

行う必要があるため、債務負担行為の設定を

お願いしております。 
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 国保・高齢者医療課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

○岡健康づくり推進課長 健康づくり推進課

でございます。 

 資料70ページをお願いいたします。 

 国民健康保険事業特別会計でございます。 

 説明欄１の健康づくり推進費の(1)国庫支

出金返納金につきましては、令和３年度国庫

補助金の額の確定に伴う返納金でございま

す。 

 (2)国保ヘルスアップ支援事業は、糖尿病

予防に関する経費や特定健診未受診者対策の

ための研修、さらに医療費分析に要する経費

で、所要見込額の減に伴い、570万円の減額

をお願いしております。 

 健康づくり推進課では、特別会計で、最下

段、793万円の増額補正をお願いしておりま

す。 

 以上、御審議のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 

○岩本浩治委員長 次に、議案第18号の説明

をお願いします。 

 

○池永国保・高齢者医療課長 国保・高齢者

医療課でございます。 

 説明資料の74ページをお願いします。 

 熊本県国民健康保険広域化等支援基金条例

を廃止する条例の制定についてです。 

 提案理由につきましては、熊本県国民健康

保険広域化等支援基金を活用した事業の終了

に伴い、熊本県国民健康保険広域化等支援基

金条例を廃止する必要があるためでございま

す。 

 基金条例の廃止に伴う財産処分等に時間を

要するため、先議で御提案させていただいて

おります。 

 国保・高齢者医療課は以上でございます。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 続きまして、病院局の審

査に移ります。 

 病院事業管理者から総括説明をお願いしま

す。 

 

○渡辺病院事業管理者 病院局でございま

す。 

 今回提出しております議案第17号、令和４

年度熊本県病院事業会計補正予算(第３号)の

概要につきまして御説明いたします。 

 まず、収益的収支では、収入につきまし

て、新型コロナウイルス感染症患者の入院病

床確保に係る補助金の増等により、１億

6,300万円余の増額、また、支出につきまし

ては、給与費の減等により、5,600万円余の

減額をお願いしております。 

 また、資本的収支では、企業債の確定に伴

う償還金の増額をお願いしております。 

 これらにより、病院局の補正後の支出予算

総額は、収益的収支と資本的収支を合わせま

して24億3,800万円余となります。 

 このほか、債務負担行為の追加もお願いし

ております。 

 以上が今回の議案の概要でございます。 

詳細につきましては、総務経営課長が御説

明いたしますので、御審議のほどよろしくお

願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 引き続き担当課から議案

第17号の説明をお願いします。 

 

○川上総務経営課長 病院局総務経営課でご

ざいます。 

 説明資料の71ページをお願いいたします。 

 病院事業会計は、収益的収支と資本的収支

に区分されておりますが、まず、表の左側の

収益的収支について御説明いたします。 

 収入につきましては、新型コロナウイルス

感染症患者の入院病床確保に係る補助金が増
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えたため、１億6,366万円余の増額を、支出

につきましては、5,679万円余の減額をお願

いするものでございます。 

 これらにより、補正後の収入が18億8,154

万円、支出が16億6,547万円余となり、損益

は２億1,606万円余のプラスとなる見込みで

あります。 

 次に、資本的収支を表の右側に掲載してお

りますが、支出につきまして、212万円余の

増額をお願いするものでございます。 

 おめくりいただき、次の72ページをお願い

いたします。 

 まず、上段の収益的支出につきまして御説

明いたします。 

 右側の説明欄を御覧ください。 

 １の医業費用につきまして、合計5,695万

円余の減額をお願いしておりますが、これ

は、主に職員の退職及び人事異動に伴う給与

費の減に伴うものでございます。 

 次に、下段の資本的支出につきましては、

前年度末における企業債の借入額を当初の想

定より増額したこと及び借入条件が確定した

ことに伴いまして、212万円余の増額補正を

お願いしております。 

 次の73ページをお願いいたします。 

 債務負担行為の設定をお願いしておりま

す。 

 こころの医療センターの業務のうち、令和

５年４月１日から業務を行う必要がある庁舎

管理及び情報処理関連業務につきまして、債

務負担行為の設定をお願いするものでござい

ます。 

 病院局からは以上でございます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

 

○岩本浩治委員長 以上で後半グループの説

明が終わりましたので、議案等について質疑

を受けたいと思います。 

 質疑は、該当する資料のページ番号、担当

課と事業名を述べてからお願いします。 

 また、質疑を受けた課は、課名を言って、

着座のままで説明をしてください。 

 なお、本日は、先議の委員会でもあります

ので、付託議案を中心に、できるだけ簡潔に

質疑応答をいただきますようよろしくお願い

します。 

 それでは、質疑はございませんでしょう

か。――ありませんでしょうか。 

 

○山本伸裕委員 53ページの看護・福祉職員

等処遇改善推進事業(看護分)の所要見込額の

減の理由について、ちょっともう一回教えて

もらっていいですか。 

 

○阿南医療政策課長 医療政策課です。 

 ただいま山本議員のほうから、(6)看護・

福祉職員処遇改善推進事業の３億8,400万円

の減についての理由についてお尋ねがありま

した。 

 このことについては、今確定したのが対象

職員１万1,000人としておったんですが、そ

の対象職員の把握が非常に困難でございまし

て、当初、約２万人程度ちょっと見込んでい

ました。 

 これは、その２万人の根拠といたしまして

は、前年度、処遇改善といいますか、慰労金

の際に、全医療機関の方に慰労金を配ったわ

けなんですが、そのときの対象人数、そのと

きの看護職員以外の事務職員であるとか、医

師の方であるとか、そういう部分含めたとこ

ろで把握していたものですから、今回実績が

確定しましたので、それに伴う３億8,400万

の減になったということでございます。 

 以上でございます。 

 

○山本伸裕委員 ちょっと、かなり感染爆発

の際に、看護師なんかがやっぱり不足してい

るんだけれども、増やしたくても増やせない

というようなお話がかなりあったもんですか

ら、何かそれとの関係があるのかなと思った
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んですけれども、そうではないわけですね。

はい、分かりました。ありがとうございま

す。 

 

○岩本浩治委員長 よろしゅうございます

か。 

 

○山本伸裕委員 はい、結構です。 

 

○岩本浩治委員長 ほかに。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で後半グ

ループの質疑を終了します。 

 それでは、ただいまから、本委員会に付託

されました議案第１号、第12号、第17号及び

第18号について、一括して採決したいと思い

ますが、御異議ありませんでしょうか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 それでは、御異議なしと

認め、一括して採決いたします。 

 議案第１号外３件について、原案のとおり

可決することに御異議ありませんか。  

  （「異議なし」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 御異議なしと認めます。

よって、議案第１号外３件は、原案のとおり

可決することに決定いたしました。 

 最後に、その他に入りますが、今定例会に

おいて３月に後議分の委員会もありますの

で、本日は、急を要する案件についてのみ質

疑をお願いします。 

 何かございませんでしょうか。 

  （「ありません」と呼ぶ者あり) 

○岩本浩治委員長 なければ、以上で本日の

議題を終了いたします。 

 それでは、これをもちまして第６回厚生常

任委員会を閉会いたします。 

  午前11時55分閉会 
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